令和８年度　大阪府ＥＳＣＯ提案審査会（第１回）　議事要旨


１．開会
・事務局より、本審査会について、資料②「会議の公開に関する指針」に基づき非公開で実施すること、及び資料③「大阪府ＥＳＣＯ提案審査会規則」に基づき、過半数の委員の出席により本会議が成立していることを報告。

[bookmark: _Hlk164756593]・大阪府ＥＳＣＯ提案審査会の会長について、委員の互選により委員が選出された。

・令和８年度ＥＳＣＯ提案審査会の開催予定について
（事務局）
・資料⑥に基づいて説明を行った。

２．議事
（１）新・大阪府ESCOアクションプラン成果報告及び第3期大阪府ESCOアクションプランについて
・資料⑦に基づき、新・大阪府ESCOアクションプラン成果報告及び第3期大阪府ESCOアクションプランについての説明を行った。
　　また、今年度の予定公募施設の説明を行った。

（２）その他（ＥＳＣＯ事業者の選定について（諮問））
・事務局より、資料⑨諮問書「ＥＳＣＯ事業者の選定について」を会長に手交。

・ＥＳＣＯ事業者選定部会の部会委員及び部会長について、ＥＳＣＯ提案審査会の委員４名とし、部会長はＥＳＣＯ提案審査会の会長である委員が務めることとなった。

３．閉会
以上
